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令和７年度しらかわ“ならでは”の「関わりびと」創出事業 

業務委託公募型プロポーザル審査募集要領 

 

１ 事業の目的 

しらかわ（県南）地域は、観光需要が回復しつつあるが、昨今の人手不足の

波は観光関連事業者等にも押し寄せている。一方、地域活性化には交流人口・

関係人口拡大も重要であるが、しらかわ（県南）地域に何度も足を運んでもら

うためには、リピーター（ファン）の確保が必要である。 

そこで、地域における短期的あるいは季節的な人手不足という課題に対し、

地域外の人が短期的な労働をしながら地域を訪れるきっかけを作ることによ

り、人手不足の解消を図る。 

また、しらかわ地域ならではの仕事への従事、滞在型観光、地域との交流等

を通じて、地域との繋がりを醸成してもらうことにより、地域のファンづくり、

関係人口の創出につなげる。 

 

２ 業務委託概要 

(１)業務委託期間 

   契約締結の日から令和８年３月２４日（火）まで 

 

(２)見積限度額 

3,708,000円（消費税及び地方消費税額を含む） 

 

３ 委託内容 

  別紙仕様書（案）のとおり 

 

４ 企画提案書の審査及び委託候補者の選定方法 

(１)選定方式：公募型企画プロポーザル方式 

ア 書面審査（１次審査） 

・期限までに提出のあった企画提案書について書面審査を行い、２次審査 

におけるプレゼンテーション対象者（上位３社程度）を選定する。 

ただし、各社から参加表明書の提出を受け、参加資格確認の結果、参

加者が３社程度の場合は、書面審査（１次審査）の実施を省略し、下記

イの２次審査へ移行するものとする。 

イ プレゼンテーション審査（２次審査） 

・１次審査で選定された対象者から、提出書類等によるプレゼンテーショ 

ンを受けて、本業務に最も優れた提案者を選定する。 

 

(２)企画提案書に盛り込む内容 

ア 仕様書（案）「５委託業務の内容」に係る具体的な企画内容及びスキーム 

イ 業務実施体制 

・責任者、人員配置計画、役割分担、連絡体制等、過去の実績（県事業や 

類似事業など）等。  
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ウ  業務実施スケジュール 

・想定される年度スケジュールを表で示すこと。 

エ 費用見積書 

・委託内容の費目ごとの内訳が分かるように記載し、費用の総額について 

見積もること。 

 

５ プロポーザル参加の条件 

本プロポーザルに参加する者は、以下に掲げる資格要件を全て満たす者とす

る。 

(１)本事業の目的に沿った企画等を実施できる法人格を持つ団体であること。 

(２)職業紹介事業者（職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第４条の規定に

よるもの）であること。 

(３)常に県との連絡調整や打合せができるように体制を整えておける者である

こと。 

(４)地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

(５)募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、本県及び国の

機関における入札参加資格制限措置要綱等の規定に基づく入札参加制限中

の者でないこと。（国の機関に係るものは贈賄、独占禁止法違反行為、公

契約関係競売等妨害等に起因する案件に限る。） 

(６)会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て

をした者若しくはなされた者（同法第41条第1項に規定する更生手続き開

始の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第

33条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でない

こと。 

(７)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）

第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほ

か、次に掲げる者でないこと。 

ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与

している者を、提出者が法人である場合にはその役員、又はその支店又

は若しくは常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関

与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

ている者。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若し

くは関与している者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利
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用するなどしている者。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いる者。 

(８)プロポーザル実施日前３年間における団体の事業等において、刑法等の重

大な法令に違反して処罰等を受けていないこと。 

(９)都道府県税を滞納している者でないこと。 

(10)消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

(11)関係法令の手続等を遵守していること。 

(12)総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること。 

(13)その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

 

６ スケジュール 

  項 目 日 程 

公募開始 令和 7年 5月 30日（金） 

質問受付 令和 7年 5月 30日（金）～6月 5日（木） 

質問回答 令和 7年 6月 9日（月）17時まで 

参加表明書提出期限 令和 7年 6月 12日（木）17時まで 

参加資格審査結果通知 令和 7年 6月 13日（金）以降 

企画提案書提出期限 令和 7年 6月 19日（木）17時まで 

書面審査（１次）の実施・結果の通知 令和 7年 6月 24日（火）以降 

プレゼンテーションの実施 令和 7年 6月 30日（月）午後 

審査結果発表及び通知 令和 7年 7月 1日（火）以降 

契約締結 令和 7年 7月上旬以降（予定） 

 

７ 質問書の受付 

(１)受付期間 

令和 7年 5月 30日（金）～6月 5日（木）17時（必着）まで 

 

(２)提出方法 

質問書（第１号様式）により、メールまたは FAXで、事務局へ提出してくだ

さい。電話による質問には応じません。 

※必ず着信確認を行うこと。 

 

(３)提出先 

  下記１４のとおり 

 

(４)回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあ

るものを除き、6月 9日（月）17時までに県南地方振興局ホームページに掲

載します。 

なお、質問社名は公表しません。 
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８ 参加表明書の提出 

企画プロポーザルに参加する意思のある者は、参加表明書（第 2号様式）を

下記期限までに提出してください。 

なお、この提出がない者の企画提案は受け付けません。 

 

(１)提出期限 

令和 7年 6月 12日（木）17時まで（必着） 

 

(２)提出方法 

持参、郵送又は FAXとします。 

※持参による提出の受付時間は以下のとおりとします。 

 月曜日～金曜日（祝日を除く）の 8時 30分～17時 

※郵送の場合は、令和 7 年 6 月 12 日（木）必着で送付してください。到着

しない場合、特に瑕疵を伴わない事情を除き、受け付けません。 

※FAXの場合は、必ず着信確認を行うこと。 

 

(３)提出先 

  下記１４のとおり 

 

９ 参加資格の審査 

プロポーザル参加予定者の参加資格要件の適否を確認後、令和 7 年 6 月 13

日（金）以降に「参加資格確認通知書（第 3号様式）」により通知します。 

なお、上記４（１）アの書面審査（１次審査）の実施を省略する場合は、そ

の旨も併せて通知します。 

 

10 企画提案書等の提出 

企画プロポーザルに参加する意思のある者は、参加表明書（第 2号様式）の

提出を行った上で、企画提案書等を下記期限までに提出してください。 

(１)提出期限  

令和 7年 6月 19日（木）17時まで（必着） 

 

(２)提出方法 

郵送又は持参とします。 

※郵送の場合は、令和 7 年 6 月 19 日（木）必着で送付してください。到着

しない場合、特に瑕疵を伴わない事情を除き、受け付けません。 

※持参による提出の受付時間は以下のとおりとします。 

 月曜日～金曜日（祝日を除く）の 8時 30分～17時 

 

(３)提出先 

  下記１４のとおり 

 

(４)提出書類 

ア 企画提案書  ８部  任意様式（Ａ４判） 
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※仕様書（案）に対応する提案内容及び見積（総額及び内訳）、スケジュー

ル、実施体制について、必ず盛り込むこと。 

イ 会社概要      １部  第 4号様式 

ウ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 

         １部  第 5号様式 

 

11 プレゼンテーション審査（２次審査） 

(１)審査会 

ア 開催日時 令和 7年 6月 30日（月）午後 予定 

※プレゼンテーションの順番は、参加表明書の提出順とします。詳細な時間

は、参加者が決定次第、通知します。 

イ 開催方法 

・オンラインにより実施します。 

・出席者は、１社２名以内とします。 

・内容は、企画提案書の説明、審査委員からの質疑とします。 

・説明時間は 15分、質疑時間は約 10分、計 25分程度を予定しています。 

(２)審査方法 

各社からの企画提案を受け、福島県はこれを総合的に評価し、業務委託予定

者（単独随意契約の予定者）を選定します。（審査基準は次のとおり） 

 

(３)審査基準及び配点 

審査項目 配点 評価基準 

企画提案内容   

 

実施方針 

（業務理解） 
10 

・本事業の目的や業務内容を理解しているか。 

・仕様書等の内容を満たしているか。 

企画提案 

（企画力①） 
15 

・単に労働力確保だけでなく、滞在期間が終了し

た後にも地域と参加者の繋がりが継続される関

係を構築でき、将来的な関係人口の増加が期待で

きる工夫がされているか。 

・移住希望者に対して、福島県移住コーディネー

ター（県南地域担当）との連携により県南地方へ

の移住の魅力を紹介する具体的な提案がされて

いるか。 

企画提案 

（企画力②） 
15 

・関係団体・事業者等説明会について、関係団体

や事業者に対して効果的にプラットフォームの

活用を促せるような工夫がされているか。 

・事業者サポートについて、事業者がプラットフ

ォームを活用しやすくなるような支援内容が具

体的に提案されているか。 

企画提案 

（企画力③） 
10 

・実施事例を活用したパンフレットの作成につ

いて、事業者のプラットフォーム活用を促せるよ

うな工夫がされているか。 
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※ 適切な価格転嫁に係るパートナーシップ構築宣言の詳細については、以下の URL、また

は二次元コードをご参照ください。 

▶https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/partnership.html 

 

(４)評価方法 

・審査項目毎に評価点を付します。 

・評価基準は以下のとおりとします。 

点数 評価 

５ 優れている 

４ やや優れている 

３ 普通 

２ やや劣る 

１ 劣る 

※ 参加表明書提出時点で、適切な価格転嫁に係るパートナーシップ構築宣言を行い、

公表（「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト上（https://www.biz-

partnership.jp/list.php））されている場合は５点の加点措置を行います。 

 

(５)業務委託予定者の選定 

① 各審査委員が評価点の合計得点を算出します。 

② 審査票の合計得点により、審査委員ごとに事業者の順位を決定します。 

③ 各審査委員の順位の平均が最も上位の者※を業務委託予定者（単独随意

契約の予定者）とします。なお、プロポーザル参加者が１者の場合、全

審査委員の合計得点（加点措置分の点数を除く）の平均が７割以上であ

ることを条件とします。 

・実施事例記事の作成について、地域の魅力を広

く伝えられるような工夫、具体的な提案がされて

いるか。 

企画提案 

（具体・実現性） 
15 ・具体的で、実現性の高い提案となっているか。 

企画提案 

（独創性） 
10 

・仕様書に記載されていない活用可能な提案や、

独創的な工夫があるか。 

業務遂行能力等   

 業務体制 10 ・業務を実施する上で十分な体制であるか。 

 スケジュール 5 
・業務を円滑に実施できる計画であるか。 

・進行管理体制は適切か。 

 業務実績 5 ・本事業と類似の業務の受注実績があるか。 

 事務経費 5 ・業務経費は適正であるか。 

加点措置 5 
・適切な価格転嫁に係るパートナーシップ構築

宣言を行い、公表されているか。 

合計 105  

https://www.biz-partnership.jp/list.php
https://www.biz-partnership.jp/list.php
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※ 順位の平均が同率となった場合は、各審査委員の評価点の合計得点を比較し、

合計得点が高い事業者を上位とします。なお、合計得点も同点の場合は、当該事

業者の評価に関して審査委員で協議の上、最終的な順位を決定します。 

 

(６)審査結果の通知・公表等 

ア 審査結果 

審査結果は、プロポーザル審査参加者全員に通知するとともに、業務委

託予定者名を県南地方振興局ホームページにて公表します。 

イ 審査結果に関する開示請求 

選定されなかった者は、選定されなかった理由をその通知の日の翌日

から起算して 2週間以内に審査結果開示請求書（第 6号様式）を事務局

に提出することにより求めることができます。 

また、その開示は書面にて行い、請求書が到達した日から起算して 10

日以内に通知します。 

なお、開示内容は「請求者及び選定された業務委託予定者の企業名と

それぞれの審査時の総得点及び各審査委員の順位の平均」とします。 

 

12 契約等 

(１)仕様書の協議等 

選定した業務委託予定者と福島県が協議し、委託契約に係る仕様を確定した

上で契約を締結します。 

なお、具体的な手法については、業務委託予定者の選定後、企画提案書の提

案内容を反映して決定し、仕様書を作成します。 

 

(２)契約金額の決定 

契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を

徴取し決定します。 

なお、見積金額は上限価格を超えないものとします。 

 

(３)評価内容の担保 

企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行が困難又

は合理的でないときは、県は、契約金額の減額、損害賠償の請求、契約の解除、

違約金の請求の対象とする場合があります。 

 

(４)権利 

本成果品の著作権は、福島県に帰属します。 

 

(５)その他 

  業務委託予定者と福島県との間で行う協議が整わない場合又は業務委託予

定者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった応募

者と協議します。 
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13 企画提案書等の提出に際しての留意事項 

(１)企画提案書の失格 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格となります。 

ア 募集要領等で示す条件に違反した企画提案書 

イ 参加資格がない者が提出した企画提案書 

ウ 虚偽の内容が記載されている企画提案書 

エ 審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を直接的又は間

接的に求めた者が提出した企画提案書 

 

(２)複数提案の禁止 

プロポーザル参加者は、複数の提案書の提出を行うことはできません。 

 

(３)辞退 

提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出してく

ださい。 

 

(４)費用負担 

プロポーザルに要する経費等は、参加者の負担とします。 

 

(５)その他 

ア 参加者は、参加表明書の提出をもって、本募集要領の記載内容を承諾した

ものとみなします。 

イ 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追

加資料の提出を求めることがあります。 

ウ 提出された企画提案書等は、返却しません。 

エ 提出後における企画提案書等の内容変更、差替え又は再提出は認めません。 

 

14 事務局・書類提出先 

福島県県南地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課  

担当：本田 

住所 〒961-0971 福島県白河市昭和町269 

電話 0248(23)1546 FAX 0248(23)1509 

Mail kennan.kikakushoukou@pref.fukushima.lg.jp 
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【参考】地方自治法施行令第１６７条の４より抜粋 

 

 (一般競争入札の参加者の資格) 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほ

か、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることが

できない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十

七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号

のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期

間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、

支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また

同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公

正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

たとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実

施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこ

ととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用したとき。 
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